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４清監 第６３号 

令和５年３月２日 

東京二十三区清掃一部事務組合 

           管 理 者 殿 

東京二十三区清掃一部事務組合 

監査委員 本 間 敏 明 

監査委員  口 高 顕 

監査委員 ゆうき くみこ 

  

令和４年度定期監査、工事及び委託監査、財政援助団体（東京二 

十三区清掃一部事務組合職員互助会）監査の結果について（報告） 

 

 このことについて、地方自治法第１９９条第１項、第４項、第５項及び第７項の規定に基

づき下記のとおり監査を実施したので、同条第９項の規定によりその結果を報告します。 

なお、前監査委員山本泰人及び木内清は令和４年６月２６日まで関与し、 口高顕監査委

員及びゆうきくみこ監査委員は同年６月２７日から関与しました。 

 

記 

 

第１ 定期監査 

１ 監査実施期間 

  令和４年５月１０日から令和５年２月１６日まで実施した。 

 

２ 監査対象 

総務部、清掃技術訓練センター、清掃事業国際協力室、施設管理部、各清掃工場及び中

防処理施設管理事務所、建設部、会計室、監査事務局、議会事務局 

 

３ 監査の範囲と観点 

(１) 監査の範囲 

令和３年４月１日から監査実施当日分まで 

ただし、契約関係は令和３年度分の事務処理について監査した。 

(２) 監査の観点 

① 東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）の予算執行、収入、支 

出、契約、現金及び有価証券の出納保管、並びに財産管理等財務に関する事務の執行

が法令等の趣旨に沿って適正に行われているか。 

② 事務事業が計画や目的に沿って実施され、かつ経済性、効率性、有効性の観点から

適切に執行されているか。 

③ 令和元年度定期監査での注意・指導事項が是正されているか。 
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４ 監査の方法 

定期監査については、令和４年度監査基本計画及び実施計画に基づき、監査資料の書類

審査及びヒアリング等により行った。 

 

５ 監査の結果 

   対象事務については、概ね適正に執行されていると認められる。なお、次に述べる一部

の指摘事項について、事務処理の見直しや改善を行い、より適正な事務の執行に努められ

たい。 

  なお、指摘には至らないが改善が必要な事項については、監査委員の命を受けた監査事

務局長を通じて関係者に注意・指導を行い、適正に処理を行うよう求めたところである。 

 

(１) 重点項目について 

   令和元年度定期監査での注意・指導事項が是正されているかについて、重点項目とし

て監査を行った結果、概ね是正されていることを確認した。 

 

(２) 指摘事項について  

※各項目末尾の( )内に当該事例の発生所管名、【  】内に本庁事務所管名を併記した。 

 

① 予算の執行について 

各清掃工場等に配当されている当該消耗品費について、事務所管課に提出された予

算要求内訳書の中に内容が具体的でないまま予算配当されていたものがあった。また、

内訳書に記載のない物品を購入していた事例が見受けられた。 

当該の清掃工場等は、予算要求内訳書の具体的な記載に努めるとともに、緊急止む

を得ない場合を除き配当予算の適正な執行に当たられたい。また、当事業費をまとめ

る事務所管課は、予算要求内訳書の記載ルールを示す等により、全工場等から要求額

の客観的な根拠となる資料の提出を求め、当該消耗品費の削減に努められたい。 

（各清掃工場・所、施設管理部管理課）【財政課】 

 

② 文書管理事務について 

ア 起案に関すること 

 各清掃工場等における、起案文書作成については、これまでも改善を求めてきた

ところであるが、今年度の監査でも文書事務を十分に確認、理解せずに事務執行が

されている事例が、多々見受けられた。 

文書事務は、すべての事務の土台になるものであり、各清掃工場等で決裁にあた

る管理・監督者は、日常の文書起案業務での内容確認や部下に対する適切な指導に

より一層努められたい。 

（各清掃工場・所） 
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イ 文書の収受に関すること 

各清掃工場等において、工事及び委託の受注者から一組に提出された書類に収

受印の押印がなされていない事例が散見された。 

「東京二十三区清掃一部事務組合受注者提出書類処理基準」は文書収受後の処理

を規定したものであり、収受印の押印については「文書管理規則」(平成１２年４月

１日規則第三号)第１６条に基づき適切に行われたい。 

（各清掃工場・所、施設管理部施設課） 

 

６ 意 見 

(１) 物品購入の時期・共用物品の購入について 

各清掃工場等において、共通に使用する事務用品や雑貨類、各種薬品類などの購入契

約が清掃工場ごとにその都度行われているため、購入価格が異なっており、スケールメ

リットが生かされていない事例が見受けられた。 

事務の負担軽減による効率化と経費削減の観点から、カタログなどを利用した全清

掃工場等での共同発注の仕組みについて、他の自治体の例も参考に検討されたい。 

（各清掃工場・所、施設管理部管理課）【契約管財課】 

 

(２) 各清掃工場等における電子入札について 

各清掃工場等では、令和３年度に約１，０００件の入札が札入れにより行われてい

た。その度に、清掃一組では、図面等の印刷及び書類等の郵送経費と事務作業の負担

が、入札参加事業者には各工場・所へ入札に赴く時間と経費の負担がかかっている。 

談合等の事故防止、DX 推進の観点から、本庁契約で既に実施されている「東京電

子自治体共同運営による電子調達サービス」の各清掃工場等への導入の検討に着手さ

れたい。           

(各清掃工場・所、施設管理部管理課)【契約管財課】 
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第２ 工事及び委託監査 

１ 監査対象 

総務部、清掃技術訓練センター、施設管理部、各清掃工場、中防処理施設管理事務所

及び建設部所管の契約金額１００万円以上の工事（修繕含む。）及び委託 

 

２ 監査の実施期間・範囲・方法 

種別 
項目 

契約金額１００万円以上５００万
円未満の工事及び委託 

契約金額５００万円以上の 
工事及び委託 

監査実施 
期間 

令和４年５月１０日から 
令和５年２月１６日まで 

令和４年９月８日から 
令和５年２月１６日まで 

監査範囲 令和３年度に契約したもの又は契
約変更したもの 

・令和３年度に契約したもの又は契
約変更したもの 
・令和２年度以前に契約したもので、
令和３年度内に完了したもの、又は令
和４年度以降継続しているもの 

監査方法 

対象となる工事及び委託 534 件中
147件（27.5％）を抽出し、定期監
査時に併せ、監査資料に基づき書
類審査及び疑問点等の確認を行っ
た。 

対象となる工事及び委託 389 件中 72
件（18.5％）を抽出し、監査資料に基
づき書類審査及び疑問点等の確認を
行った。 

 

３ 技術調査委託 

技術調査は、外部の専門技術者が第三者の立場で、当該事業に関わる計画、設計、 積

算等に関する事項が適切に行われているかを、プラント工事に精通している技術士が調

査し評価を行うものである。今年度は競争見積により、「特定非営利活動法人 地域と行

政を支える技術フォーラム」に委託し実施した。 

調査対象：江戸川清掃工場建替工事 

委託期間：令和４年９月１５日から令和５年２月１６日まで 

 

４ 監査の観点及び重点監査項目 

監査にあたっては、工事は設計・仕様書、積算、施工の、委託は設計・仕様書、積算、

業務履行のそれぞれ３分野ごとに下記の観点を設定し実施した。 

(１) 設計・仕様書 

① 設計が工事または委託の目的に適合し、合理的、経済的に行われているか。 

② 設計図書(仕様書、図面、設計内訳書等)は、工事または委託の内容が十分かつ詳

細で分かり易く記載されているか。 

③ 設計図書の整合性は十分であるか。 

(２) 積算 

① 内訳書の各項目は内容が適切に明記されているか。 

② 積算は、合理的、経済的に行われているか。 

(３) 施工または業務履行 

① 施工または業務履行は、設計図書等に基づき適切に行われているか。 
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② 工事記録または業務記録の内容は適切で十分であるか。 

③ 工事または委託に係る書類は整理、保管されているか。 

④ 工程管理、品質管理、安全管理等が適切に行われているか。 

⑤ 設計が現場の実態に適合しない場合の変更協議等は、適切に行われているか。 

また、「設計・積算」を重点監査項目とし、設計図書及び積算が適切であるかにつ

いて検証を行った。 

 

５ 監査の結果 

監査対象期間における工事及び委託については、概ね適正に執行されていたが、次に述

べる指摘事項については、今後十分に留意されたい。 

 

(１) 工事・委託の起案文書について 

工事・委託の起案文書について施行理由が、「不具合の発生や、性能維持のため」な

ど具体性に欠けるもの、添付される特記仕様書の作業内容が、「点検及び補修の詳細や、

材料の仕様詳細」など不十分な事例が複数確認された。 

起案文書は事業の実施内容を明らかにするとともに、後々、説明責任を果たせるも

のでなければならず、「どのような不具合があり、なぜ機器の更新が必要なのか」とい

った具体的理由の記載と「点検・補修内容や使用材料の詳細等」を明確に記載した特

記仕様書の添付に努められたい。           

            (各清掃工場・所) 

 

(２) 契約変更の際の事務処理について 

「焼却炉その他清掃委託契約」において、焼却炉の停止期間前倒しに伴い、作業期

間と内容を見直す契約変更が行われたが、財務会計システムの変更処理を清掃作業終

了後に実施していた事例があった。 

今後、契約変更を行う際には、適切な事務処理に努められたい。 

（施設管理部施設課、渋谷清掃工場) 

 

(３) 特記仕様書で提出を求めている書類の管理体制について 

定期補修工事事前調査委託において、受託者から提出された報告書類が所定の場所

に保管されていない事例が複数の清掃工場で見られた。 

今後は、提出書類は所定の場所に保管するという文書管理の基本に則り、各所属は、

文書管理体制の整備を徹底されたい。 

(中央清掃工場、北清掃工場、多摩川清掃工場) 

 

(４) 工事・委託契約における特記仕様書の適正な運用について 

灰クレーンバケット補修工事他１件」において、「放射線障害防止に係る特記仕様

書」で受託者から提出を求めている空間線量率の測定結果が提出されていなかった。

空間線量率の測定は受託者が行うことが特記仕様書に定められているにもかかわらず、 
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監督員が受託者に直近の測定値を提供していたことを確認した。 

監督員は特記仕様書の内容を十分に理解し受託者の指導に当たられたい。 

(千歳清掃工場) 

 

 

第３ 財政援助団体等監査 

１ 監査の対象 

  東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会 

 

２ 監査実施日 

  令和４年５月１０日から令和５年２月１６日まで 

 

３ 監査の範囲 

令和３年４月１日から監査実施当日分まで 

ただし、契約関係は令和３年度に契約したもの 

 

４ 監査方法 

令和４年度監査基本計画及び令和４年度財政援助団体等監査実施計画に基づき実施 

 

５ 監査の結果 

概ね適正に処理されており指摘すべき事項は認められなかった。 

 

６ 意 見 

事業原資には区民の税金が含まれているということを常に意識し、引き続き適切な事務

執行に努められたい。 


